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○枚方市水道事業給水条例施行規程 

平成10年３月31日 

水道規程第４号 

枚方市水道事業給水条例施行規程（昭和51年枚方市水道事業管理規程第４号）の全部を改

正する。 

（趣旨） 

第１条 この規程は、枚方市水道事業給水条例（平成９年枚方市条例第27号。以下「条例」

という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（給水の方式） 

第１条の２ 給水の方式は、次のとおりとする。 

（１） 直結方式 水圧により配水管から直接給水するもの又は給水管の途中に水圧の増

圧装置（上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が適当と認めるものに限る。）

を設置して直接給水するものをいう。 

（２） 貯水槽方式 配水管から水をいったん貯水槽に受け、当該貯水槽から給水するも

のをいう。 

２ 各戸において採用すべき給水の方式は、給水装置ごとに水の使用量、使用箇所等を勘案

して、管理者が定める。 

（平18水道規程１・追加、平23水道規程１・一部改正） 

（工事の申込み） 

第２条 工事申込者（条例第４条第１項の規定による申込みをする者をいう。）は、次の各

号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める申込書等を管理者に提出しなければなら

ない。 

（１） 管理者が施行する新設、改造又は撤去の工事 給水装置工事（新設・改造・撤去）

申込書（様式第１号） 

（２） 指定給水装置工事事業者（条例第６条第１項に規定する指定給水装置工事事業者

をいう。以下同じ。）が施行する新設、改造又は撤去の工事 給水装置工事（新設・改

造・撤去）申込書及び給水装置工事設計書（様式第２号） 

（３） 管理者が施行する修繕工事 給水装置修繕工事申込書 

（４） 指定給水装置工事事業者が施行する修繕工事 給水装置修繕工事申込書（業者分） 

２ 条例第35条第１項に規定する場合の工事のうち、指定給水装置工事事業者が施行する工

事の申込みをする者は、特殊給水装置工事申込書（様式第３号）及び特殊給水装置工事設
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計書を管理者に提出しなければならない。 

３ 条例第６条の２の規定により、貯水槽水道（同条に規定する貯水槽水道をいう。以下同

じ。）を設けなければならない工事申込者は、前２項の申込書に当該貯水槽水道の設置に

係る工事部分の設計図を添付するものとする。既設の貯水槽水道について貯水槽（貯水槽

水道を構成する設備のうち貯水の用に供するものをいう。以下同じ。）から給水栓までに

至る給水用具について改造等の工事を行う工事申込者についても、同様とする。 

４ 管理者は、前３項の規定により提出された申込書等を点検し、不都合がなければ速やか

に、工事の申込みを承認するものとする。 

５ 管理者は、条例第４条第２項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該各号に定める書類の提出を工事申込者に求めるものとする。 

（１） 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき 所有者の同意書 

（２） 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき 土地所有者の同意書 

（３） 前２号に掲げる場合のほか、特別の理由があるとき 利害関係人の同意書又は工

事申込者の誓約書 

６ 前項に定めるもののほか、管理者が必要と認めるときは、工事申込者に対し、当該工事

の申込みに係る建築物の確認通知書、開発行為に関する許可書等の提示を求めることがあ

る。 

（平15水道規程１・平18水道規程１・一部改正） 

（工事検査等） 

第３条 前条第１項第２号に規定する工事を申し込んだ者は、当該工事のしゅん工後、直ち

に、給水装置工事検査依頼書（様式第４号）を管理者に提出し、条例第６条第２項の管理

者の工事検査を受けなければならない。 

２ 前条第２項に規定する工事を申し込んだ者は、当該工事のしゅん工後、直ちに、特殊給

水装置工事検査依頼書（様式第５号）を管理者に提出し、条例第６条第２項の管理者の工

事検査を受けなければならない。 

３ 前条第３項の規定に係る工事を行った場合は、当該工事のしゅん工時に完成図を管理者

に提出しなければならない。 

（給水管及び給水用具の指定） 

第４条 条例第７条第１項に規定する給水管及び給水用具の構造及び材質の基準は、水道法

施行令（昭和32年政令第336号）第６条及び給水装置の構造及び材質の基準に関する省令

（平成９年厚生省令第14号）に規定するもののほか、次のとおりとする。 
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（１） 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、水道メーター（以下「メーター」という。）、

給水栓等をもって構成すること。ただし、管理者が認めるときは、その一部を設けない

ことができる。 

（２） 道路部分に給水管を埋設する場合の埋設の深さは、当該箇所の道路管理者の指示

によること。 

（３） 給水装置の保護は、給水管が開きょを横断するときにおいては開きょの下に布設

し、横架するときは鋼管等の中に入れ、高水位以上の高さに布設すること。 

（４） 前３号に定めるもののほか、管理者が設置する枚方市上下水道局指定材料検討委

員会が定める基準に適合したものであること。 

（平23水道規程１・令元上下水道規程２・一部改正） 

（貯水槽水道の設置基準） 

第５条 貯水槽水道の設置が必要と管理者が認める場合は、次の各号のいずれかに該当する

場合とする。 

（１） 建築物の階数が３以上である場合（直結方式の場合を除く。） 

（２） 一時的に多量の水を使用する場合 

（３） 前２号に掲げる場合のほか、管理者が必要と認める場合 

（平15水道規程１・全改、平18水道規程１・一部改正） 

（工事の変更及び取消し） 

第６条 工事申込者は、工事の変更又は申込みの取消しをしようとするときは、直ちに管理

者に申し出なければならない。 

２ 条例第９条の規定により工事費の概算額を予納しなければならない者が、管理者が指定

する納付期日までに納付しないときは、その工事の申込みを取り消したものとみなす。 

３ 第２条第１項又は第２項の規定により工事の申込みをした日から３年以上経過した場

合において、当該工事が施行されていないときは、当該工事の申込みを取り消したものと

みなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。 

（平12水道規程３・一部改正） 

（工事費の算出方法） 

第７条 条例第８条第３項に規定する工事費（次条に係るものを除く。）の算出方法は、次

の各号による。 

（１） 材料費は、管理者が定める材料単価額にその工事に使用する材料の数量を乗じて

算出する。 
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（２） 運搬費は、工事施行上必要な機材の運搬に要する費用とし、管理者が定める方法

により算出する。 

（３） 労力費は、管理者が定める工事代価表により算出する。 

（４） 道路復旧費は、管理者が定める単価に道路管理者の指示する構造に基づき道路管

理者の指示する面積を乗じて算出する。 

（５） 間接経費は、前各号に掲げる費用以外に要する費用とし、管理者が定める方法に

より算出する。ただし、管理者が必要と認めるときは、その額を減額することがある。 

２ 工事費に係る単価は、毎事業年度の初めに定める。ただし、年度の途中において価格に

著しい変動が生じたときは、管理者が必要に応じて改定することがある。 

３ 条例第８条第２項に規定する特別の費用（次条に係るものを除く。）は、その経費に要

した実費額とする。 

（修繕に係る工事費等） 

第８条 条例第５条ただし書の規定による市の費用の負担は、配水管から分岐してメーター

に至るまでの部分（集合住宅等で直結方式の場合にあっては、配水管から分岐して当該集

合住宅等の敷地内に入った最初の止水栓に至るまでの部分）における給水装置の漏水の修

繕工事（条例第18条第２項に規定する水道使用者等（以下「水道使用者等」という。）の

故意又は重大な過失によるものを除く。）その他管理者が特に必要があると認めたものに

ついて行うものとする。 

２ 指定給水装置工事事業者が前項の修繕工事を施行した場合における市の費用の負担額

は、管理者が別に定めるところによる。 

３ 私有地内において撤去し、又は破壊した構築物等の復旧に係る費用は、水道使用者等の

負担とする。 

４ 指定給水装置工事事業者が施行する修繕工事は、条例第６条第２項に規定する設計審査

及び工事検査を受けたものとみなす。ただし、使用材料の確認については、この限りでな

い。 

５ 地下埋設工事等により水道管を破損させたときは、その原因者が補償しなければならな

い。 

６ 前項の規定に基づく補償の基準その他必要な事項は、管理者が別に定める。 

（平12水道規程３・平15水道規程１・平18水道規程１・平30上下水道規程４・一部

改正） 

（メーターの設置基準） 
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第９条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、管理者が必要と認めるときは、こ

の限りでない。 

（１） 給水管と同径のものを用い、給水栓より低位かつ水平に設置すること。 

（２） 専用給水装置又は共用給水装置ごとに１個設置すること。ただし、集合住宅等で

管理者が必要と認めるものについては、建物１棟につき、又は最も適当と考えられる集

合の１単位ごとに１個設置すること。 

（３） 貯水槽水道が設置されている場合は、貯水槽水道ごとに１個設置すること。 

（４） 私設消火栓には、設置しないこと。 

（平15水道規程１・一部改正） 

（メーターの設置位置） 

第10条 条例第18条第１項の規定により管理者が定めるメーターの設置位置は、次のとおり

とする。 

（１） 水道使用者等が不在の場合であってもメーターの点検及び取替えに支障がなく、

乾燥して汚水が入りにくく、かつ、損傷のおそれのない場所 

（２） メーターの設置場所付近に点検及び取替えに支障を来すような工作物が設置され

ておらず、かつ、物品等が置かれていない場所 

（平15水道規程１・平23水道規程１・一部改正） 

（メーターの位置変更） 

第11条 水道使用者等は、メーターの位置を変更しようとするときは、設計図等必要書類を

添えて管理者に届け出なければならない。 

２ 管理者は、建物の増築、改築等によりメーターの点検及び取替えに支障があるときは、

メーターの位置を変更し、又は水道使用者等に変更させることがある。 

３ 前２項の規定によりメーターの位置を変更した場合の費用は、水道使用者等が負担しな

ければならない。 

（平15水道規程１・一部改正） 

（メーターの弁償額） 

第12条 条例第18条第４項の管理者が定める損害額は、亡失され、又はき損されたメーター

と同等品の時価に相当する額（取替えに要する費用の額を含む。）とする。 

（給水装置及び水質の検査に係る特別の費用） 

第13条 条例第22条第２項に規定する特別の費用を要するときとは、次の各号のいずれかに

該当するときをいう。 
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（１） 給水装置について、その構造、機能又は漏水に関し、通常の検査以外の検査を行

うとき。 

（２） 水質について、水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）に定め

る項目の検査以外の検査を行うとき。 

（平16水道規程３・平23水道規程１・一部改正） 

（水栓番号の表示） 

第14条 給水装置を新設したときは、当該給水装置を設置した家屋等の門戸等に水栓番号標

（様式第６号）を貼付する。 

２ 水道使用者等は、管理者の承認を得て前項の水栓番号標の位置を変更することができる。 

（平12水道規程３・平15水道規程１・一部改正） 

（メーターの端数計算等） 

第15条 条例第25条第１項に規定する水道料金（以下「料金」という。）の算定に当たりメ

ーターが指示する量に１立方メートル未満の端数があるときは、その端数は、次期の点検

月に繰り越して計算する。 

２ 条例第25条第２項の規定を適用した場合において、各月の使用水量に１立方メートル未

満の端数があるときは、メーターを点検した日の属する月の使用水量に係る端数を切り捨

て、その月以外の月の使用水量に係る端数を切り上げる。この場合において、端数処理後

の各月の使用水量の合計がメーター点検により算定した使用水量（以下「メーター点検水

量」という。）に一致しないときは、メーター点検水量と一致するようメーターを点検し

た日の属する月の前月から順次１立方メートルずつ、当該月の使用水量から減ずる。 

３ 条例第26条第４項本文の規定を適用した場合において、各戸及び各箇所の使用水量に１

立方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。この場合において、端数

処理後の各戸及び各箇所の使用水量の合計がメーター点検水量に一致しないときは、メー

ター点検水量と一致するよう各戸及び各箇所に順次１立方メートルずつ、当該使用水量に

加える。 

（平25上下水道規程９・令２上下水道規程９・一部改正） 

（使用水量及び用途の認定） 

第16条 条例第26条第１項第１号及び第３号に該当する場合（次項の規定による場合を除

く。）の使用水量の認定は、前３回の使用水量の平均水量又は前年同月分の使用水量のう

ち水量の少ないもの（以下「平均使用水量」という。）を基準とする。 

２ 水道の使用をやめた場合において、条例第26条第１項第３号に該当するときにおける使
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用水量の認定は、前回の使用水量を日割計算したものを基準とする。 

３ 前２項の規定により難い場合の使用水量の認定については、管理者が別に定める。 

４ 条例第26条第１項第２号に規定する用途の認定については、管理者が別に定める。 

（平15水道規程１・平28上下水道規程７・令２上下水道規程９・一部改正） 

（口径の認定） 

第17条 条例第26条第２項に規定する場合における第23条第１項の協定に係る同項に規定

する共用給水建物（次項において「協定建物」という。）のうち専ら人の居住の用に供す

る２戸以上の住戸を有するものの各戸又は各箇所の口径は、25ミリメートルとする。 

２ 条例第26条第２項に規定する場合における前項の規定の適用を受けない協定建物の各

戸又は各箇所の口径の認定については、管理者が別に定める。 

３ 前項の規定による認定又は条例第26条第３項の規定の適用を受けようとする水道使用

者等は、管理者の定めるところにより、管理者にその旨を申請しなければならない。 

４ 前項の規定により申請した内容に変更が生じたときは、当該水道使用者等は、直ちに管

理者に届け出なければならない。 

（令２上下水道規程９・全改） 

（善良なる管理者の漏水による使用水量の減量） 

第18条 管理者は、条例第21条第１項の規定による善良なる管理者の注意をもってしても漏

水が生じた場合における使用水量の減量（以下「使用水量の減量」という。）を行うとき

は、当該漏水に係る使用水量について平均使用水量との差に３分の２を乗じて得た水量を

減量することがある。この場合において、管理者は、当該減量を行った後の水量が平均使

用水量の３倍を超えるときは、平均使用水量に３を乗じて得た水量を減量後の水量とする。 

２ 条例第24条第１項第２号又は第３号に掲げる用途における平均使用水量が基本水量（そ

れぞれの用途に応じ、それぞれ同項第２号の表基本料金の項又は第３号の表基本料金の項

に規定する水量の上限をいう。）未満である場合において、前項の規定に基づく使用水量

の減量を行うときは、当該基本水量を平均使用水量とみなす。 

３ 前２項の規定にかかわらず、管理者は、使用水量の減量について、それらの規定により

難いと認めるときは、当該漏水箇所の修繕が完了した後の使用水量を基準として求められ

た使用水量により使用水量の減量を行うものとする。 

４ 使用水量の減量の対象は、漏水したと認められる１月分（２月以上一括してメーターの

点検を行っている場合にあっては、当該２月以上一括した月分）の使用水量とする。 

５ 使用水量の減量は、水道使用者等による当該漏水箇所の修繕が完了したことを確認した
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後に行うものとする。 

６ 前項の修繕の完了の確認は、給水装置修繕証明書により行う。ただし、管理者は、給水

装置修繕証明書を提出できない理由があると認めるときは、給水装置修繕証明書を徴しな

いで当該確認を行う。 

７ 使用水量の減量の申込みは、水道使用者等が当該漏水箇所の修繕を完了した日から１年

を経過する日までに行わなければならない。 

（平15水道規程１・全改、平24上下水道規程６・平25上下水道規程９・令２上下水

道規程９・一部改正） 

（減量の適用除外） 

第18条の２ 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量の減量を行わない

ものとする。ただし、管理者は、第３号に該当する場合において特に必要と認めるときは、

使用水量の減量を行うことがある。 

（１） 水道使用者等が漏水の事実を知りながら条例第21条第１項の規定による届出その

他必要な措置をしなかったとき。 

（２） 漏水箇所が条例第６条第２項の規定による工事検査を受けた箇所以外の箇所であ

るとき。 

（３） 漏水箇所が水洗便所、給水栓、貯水槽又は貯水槽から給水栓までの間にある設備

のとき（貯水槽のボールタップの故障による場合を除く。）。 

（４） 貯水槽のボールタップの故障による漏水である場合で、前回、当該ボールタップ

の故障による漏水のため使用水量の減量を行ってから３年を経過していないとき。 

（５） 給水装置の工事の施工から６月を経過する前に、当該工事箇所から漏水があった

とき。 

（平15水道規程１・追加、平23水道規程１・一部改正） 

（料金の徴収方法） 

第19条 条例第30条第１項ただし書のその他の方法は、集金による方法又は私人への徴収若

しくは収納の委託による方法とする。 

２ 現金取扱員、管理者が指定した金融機関又は前項の規定による料金の徴収若しくは収納

の委託先は、料金が納入されたときは、それぞれ、現金取扱員の領収印、管理者が指定し

た金融機関の領収印又は委託先の領収印の押印をした領収証書を納入者に交付する。 

３ 管理者は、金融機関による口座振替の方法により料金が納入されたときは、領収証書の

交付に代えて、口座振替の収納手続を終えた旨を文書で通知することがある。 
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（平12水道規程３・旧第20条繰上、平15水道規程１・平23水道規程１・平25上下水

道規程13・一部改正） 

（料金の納期限） 

第19条の２ 条例第30条第３項の規定に基づき管理者が定める料金の納期限は、次の各号に

定めるところによる。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、これを変更することが

ある。 

（１） 納入通知書に基づく払込みの方法による場合 納入通知書を発送した日の翌日か

ら起算して21日を経過した日 

（２） 金融機関による口座振替の方法による場合 管理者が別に定める振替日 

（３） 前条第１項の方法による場合 第１号に規定する日を基準にして管理者が別に定

める日 

（平15水道規程１・追加、平23水道規程１・一部改正） 

（工事費等の納付方法） 

第20条 条例第８条、第９条及び第32条に規定する工事費及び手数料の納付は、納入通知書

による方法とする。 

（平12水道規程３・旧第21条繰上、平28上下水道規程７・一部改正） 

（手数料の納付時期等） 

第21条 次の各号に掲げる手数料の納付は、当該各号に定めるときまでに行わなければなら

ない。ただし、管理者が認めたものについては、この限りでない。 

（１） 条例第32条第１項第１号の手数料 指定証の交付 

（２） 条例第32条第１項第２号の手数料 工事の設計開始 

（３） 条例第32条第１項第３号の手数料 工事の承認 

（４） 条例第32条第１項第４号の手数料 工事検査の申込み 

（５） 条例第32条第２項の手数料 水道法施行令第６条に規定する給水装置の構造及び

材質の基準への適合確認 

２ 条例第32条第１項又は第２項の手数料に過不足が生じた場合は、これを還付し、又は追

徴する。 

（平12水道規程３・旧第22条繰上・一部改正、平14水道規程１・平15水道規程１・

平23水道規程１・平28上下水道規程７・令元上下水道規程２・一部改正） 

（給水装置検査員証） 

第22条 水道法（昭和32年法律第177号）第17条第２項に規定する証明書は、給水装置検査
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員証（様式第７号）とする。 

（平30上下水道規程４・全改） 

（共用給水建物に係る料金計算） 

第23条 集合住宅その他の共用給水装置により給水する建物（以下「共用給水建物」という。）

の所有者若しくはその代理人又は区分所有者の代表者等は、各戸及び各箇所の使用水量を

均等とみなすために必要な事項を定めた協定を管理者と締結しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する共用給水建物については、同

項の協定に代えて条例第26条第４項ただし書の規定を適用する旨の協定を締結すること

ができる。 

（１） 貯水槽の設備（共用散水栓等を含む。）のあるもの 

（２） 各戸ごとに管理者以外の者が設置するメーター（管理者が認めるものに限る。）

を有するもの 

３ 前２項の協定については、管理者が別に定める。 

４ 第１項又は第２項の協定の締結後、管理者が当該協定に基づいて当該協定を破棄したと

きは、第１項又は第２項の協定を締結するまでの間、当該協定に係る共用給水建物の給水

装置について、専用給水装置とみなし、当該給水装置に係る料金の計算を適用することが

ある。 

５ 管理者は、散水栓、洗濯場、雑居ビルその他の共同施設等について、必要と認めるとき

は、専用給水装置に係る料金の計算を適用することがある。 

（平12水道規程３・旧第24条繰上、平15水道規程１・平17水道規程８・平17水道規

程９・平20水道規程１・平25上下水道規程13・平25上下水道規程15・平30上下水道

規程４・令２上下水道規程９・令３上下水道規程８・一部改正） 

（料金の減免事由） 

第24条 条例第33条の規定による特別の理由があると認めるときは、使用者（条例第16条に

規定する使用者をいい、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の

規定により本市の住民基本台帳に記録されているものに限る。以下この条及び次条におい

て同じ。）が次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

（１） 生活保護法（昭和25年法律第144号）第19条第１項の規定により保護を受けてい

る世帯に属する場合 

（２） 児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）第３条第１項に規定する児童を現に養

育し、児童扶養手当を受給している母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129
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号）第６条第１項に規定する配偶者のない女子又は同条第２項に規定する配偶者のない

男子が属する世帯（使用者が属する世帯の全ての世帯員（使用者が属する世帯以外の世

帯の世帯員が条例第13条の規定に基づき使用者が行った申込みに係る給水装置を使用

する場合にあっては、それらの者を含む。以下「使用者世帯の世帯員」という。）が市

町村民税を課されていない世帯に限る。）に属する場合 

（３） 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）第３条第１項

に規定する特別児童扶養手当、同法第17条に規定する障害児福祉手当又は同法第26条の

２に規定する特別障害者手当を受給している者が属する世帯（管理者が定めるものを除

く。）に属する場合 

（４） 次に掲げる者が属する世帯（当該世帯において当該者が現に家庭生活を営む状態

にあると認めるものに限る。）に属する場合 

イ 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により身体障害者

手帳の交付を受け、かつ、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省

令第15号）別表第５号身体障害者障害程度等級表に定める１級又は２級に該当する者 

ロ 知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第12条第１項の規定に基づく知的障害者

更生相談所、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第12条第１項の規定に基づく児童

相談所又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第18

条第１項の規定に基づく精神保健指定医の診断等において、知的障害の程度が重度で

あると判定された者 

ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第２項の規定により精神障害者

保健福祉手帳の交付を受け、かつ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令

（昭和25年政令第155号）第６条第３項に規定する障害等級が１級に該当する者 

ニ 介護保険法（平成９年法律第123号）第27条第７項の規定により要介護認定の通知

を受け、かつ、被保険者証に記載された要介護状態区分が４又は５である者 

（５） 次のいずれにも該当し、かつ、料金の支払が困難であると管理者が認めた場合 

イ 65歳以上であるとき。 

ロ 使用者世帯の世帯員が市町村民税を課されていない世帯に属するとき。 

ハ 使用者世帯の世帯員に係る前年（１月から５月までの間に第26条第１項の規定によ

る申請を行う場合にあっては、前々年）の収入金額の合計額が150万円（使用者世帯

の世帯員の人数が２人以上である場合にあっては、150万円に当該使用者世帯の世帯

員（使用者を除く。）１人につき50万円を加算した額）以下であるとき。 
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ニ 市町村民税を課されている者の扶養を受けていないとき。 

ホ 土地家屋（現に自己の居住の用に供しているものを除く。）を所有していないとき、

預貯金の額が350万円以下であるとき等資産を活用した場合においても生活が困窮し

ている状態にあるとき。 

（平12水道規程６・全改、平19水道規程１・平23水道規程１・平24上下水道規程13・

平26上下水道規程８・令３上下水道規程８・一部改正） 

（料金の減免額等） 

第25条 前条の規定に該当する場合における料金の減免の額は、次の各号に掲げる当該使用

者の使用水量の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１） ８立方メートル以下の量 全額 

（２） ８立方メートルを超える量 使用水量が８立方メートルであるときの条例第24

条第１項第１号イに定める額に相当する額 

２ 前項の規定にかかわらず、条例第27条第１項第１号に掲げる場合における前項の額は、

次の各号に掲げる当該使用者の使用水量の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１） ４立方メートル以下の量 全額 

（２） ４立方メートルを超える量 条例第24条第１項第１号イの１の表に定める基本料

金の２分の１に相当する額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた

額）と使用水量が４立方メートルであるときの同号イの２の表に定める額を合算した額

に相当する額 

３ 減免の開始は、申請のあった日以後の最も近い定例日（条例第25条第１項に定める日を

いう。）の翌日からとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、申請のあった日から

減免することがある。 

（平11水道規程１・一部改正、平12水道規程３・旧第26条繰上、平12水道規程６・

令２上下水道規程９・令３上下水道規程８・一部改正） 

（料金の減免の申請等） 

第26条 条例第33条の規定による料金の減免を受けようとする者は、管理者の定めるところ

により、管理者にその旨を申請しなければならない。 

２ 前項の規定による申請を行う場合においては、当該申請を行う者は、管理者が求めると

きは、第24条に規定する減免事由への該当の確認のための必要な書類を提出するものとす

る。次条第１項の規定による料金の減免の決定後において、管理者が必要と認める場合も

同様とする。 
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３ 次条の規定により料金の減免の決定を受けた者は、その申請の内容に変更が生じたとき

は直ちに管理者に届け出なければならない。 

（平12水道規程６・追加） 

（料金の減免の決定等） 

第27条 管理者は、前条第１項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が

適当と認めたときは、料金の減免を決定するものとする。 

２ 管理者は、前項の規定による料金の減免の決定後において、当該減免の決定を受けた者

が第24条に規定する減免事由に該当しなくなったと認めるとき、当該減免の決定を受けた

者が前条第２項後段の規定による書類の提出を行わないときその他当該減免の継続が不

適当と認めるときは、前項の規定による料金の減免を一時中止し、又はその決定を取り消

すことがある。 

（平12水道規程６・追加、平26上下水道規程８・一部改正） 

（配水管が施設されていない箇所への給水管の施設に係る取扱い） 

第28条 条例第35条第１項に規定する給水装置の新設工事のために配水管が施設されてい

ない箇所の公道又は私道に給水管を施設する場合とは、次の各号のいずれにも該当する給

水管の施設工事を行う場合とする。 

（１） 住宅、事業場その他の用に供する目的での土地の区画及び形質の変更を伴うもの

で、その需要者に水を供給するために施行するもの 

（２） 配水管から条例第３条各号に掲げる給水装置までの施設のうち主管口径75ミリメ

ートル以上で管理者が認定して施行するもの 

２ 前項に係る工事は、この規程に定めるもののほか、枚方市上下水道局受託工事取扱規程

（昭和50年枚方市水道事業管理規程第３号）によるものとする。 

（平12水道規程３・旧第27条繰上、平12水道規程６・旧第26条繰下、令３上下水道

規程８・一部改正） 

（簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等） 

第29条 条例第42条第２項の規定による貯水槽水道の管理の基準は、次の各号に掲げるもの

とする。 

（１） 貯水槽の清掃を毎年１回以上定期に行うこと。 

（２） 有害物、汚水等による貯水槽水道により供給される水（以下「水」という。）の

汚染を防止するため、貯水槽の点検その他必要な措置を講ずること。 

（３） 水の色、濁り、臭い、味その他の状態により当該水に異常があると認めたときは、
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水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち、設置者が必要と認めるものに係

る検査を行うこと。 

（４） 水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、

かつ、水を使用することが危険であることを関係者に周知させるために必要な措置を講

ずること。 

２ 条例第42条第２項の規定による貯水槽水道の管理の状況に関する検査は、毎年１回以上

定期に行うもので、かつ、法第34条の２第２項の地方公共団体の機関若しくは国土交通大

臣及び環境大臣の登録を受けた者又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭

和45年法律第20号）第12条の２第１項の規定により同項第４号の事業について都道府県知

事の登録を受けた者による給水栓における水の色度、濁度、臭気、味及び残留塩素の有無

に関するものとする。 

（平15水道規程１・追加、平16水道規程３・平23水道規程１・令元上下水道規程２・

令６上下水道規程17・一部改正） 

附 則 

１ この規程は、平成10年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の日前に改正前の枚方市水道事業給水条例施行規程の規定によりなさ

れた承認、検査その他の行為又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの規程の相当

規定により行われたものとみなす。 

附 則〔平成11年３月16日水道規程第１号〕 

この規程は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則〔平成12年３月31日水道規程第３号〕 

この規程は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則〔平成12年６月15日水道規程第６号〕 

１ この規程は、平成12年10月１日から施行する。ただし、第26条を第28条とし、第25条の

次に次の２条を加える改正規定は、公布の日から施行する。 

２ 枚方市水道事業給水条例（平成９年枚方市条例第27号）第33条の規定に基づき現に料金

の減免を受けている者で、平成12年10月１日以後も引き続き当該減免を受けようとするも

のは、管理者が定める日までに、第26条第２項後段の規定により管理者が必要と認める書

類を提出するものとする。 

３ 管理者は、前項の規定による書類の提出があった場合において、当該者が改正後の枚方

市水道事業給水条例施行規程第24条に規定する減免事由を具備すると認めるときは、当該
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者について料金の減免を継続するものとする。 

附 則〔平成14年４月１日水道規程第１号抄〕 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

附 則〔平成15年４月１日水道規程第１号〕 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則〔平成16年４月１日水道規程第３号〕 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則〔平成17年４月１日水道規程第８号〕 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則〔平成17年６月１日水道規程第９号〕 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則〔平成18年３月13日水道規程第１号〕 

（施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。ただし、第１条の次に１条を加える改正規定、第

２条の改正規定、第５条の改正規定、第８条の改正規定及び様式の改正規定は平成18年４

月１日から、第17条の改正規定及び別表を削る改正規定は同年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の枚方市水道事業給水条例施行規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所

要の調整をした上、改正後の枚方市水道事業給水条例施行規程の様式により作成した用紙

として使用することができる。 

（枚方市水道局会計規程の一部改正） 

３ 枚方市水道局会計規程（平成16年枚方市水道事業管理規程第１号）の一部を次のように

改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成19年１月９日水道規程第１号〕 

１ この規程は、平成19年１月10日から施行する。 

２ 改正前の第24条の規定に基づきなされた減免の申請及び決定その他の行為は、改正後の

第24条の規定によりなされた減免の申請及び決定その他の行為とみなす。 

３ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）から平成21年３月31日までの間の定例

日において算定される料金に対して行う減免の申請に限り、改正後の第24条第１項第５号

の規定の適用については、同号中「350万円」とあるのは、「700万円」とする。 
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４ 施行日から平成21年３月31日までの間の定例日において算定される料金に対して行う

減免の申請に限り、平成17年１月１日現在において年齢65歳以上であった使用者（当該使

用者が属する世帯のすべての世帯員が平成17年度において市町村民税が課されていない

場合に限る。）に係る改正後の第24条第１項第５号の規定の適用については、同号中「150

万円」とあるのは、「2,666,667円」とする。この場合において、同号ロの規定は適用し

ない。 

５ 施行日から平成19年２月28日までの間において、改正後の第24条第１項第５号の規定に

よる減免の申請を行った者については、第25条第２項の規定にかかわらず、同年１月１日

以後の最も近い定例日の翌日から減免を開始するものとする。ただし、当該者（前２項の

規定の適用により減免されることとなる者に限る。）に対する減免は、24月を超えて行わ

ないものとする。 

附 則〔平成20年３月14日水道規程第１号〕 

この規程は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則〔平成23年３月31日水道規程第１号〕 

（施行期日） 

１ この規程は、平成23年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の日前に改正前のそれぞれの規程の規定によってなされた処分、手続そ

の他の行為は、改正後のそれぞれの規程の相当規定によってなされたものとみなす。 

３ 第５条の規定による改正前の枚方市水道事業給水条例施行規程の様式により作成した

用紙は、当分の間、所要の調整をした上、同条の規定による改正後の枚方市水道事業給水

条例施行規程の様式により作成した用紙として使用することができる。 

附 則〔平成24年３月30日上下水道規程第６号〕 

この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則〔平成24年７月６日上下水道規程第13号〕 

この規程は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離

脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（平成21年法律第79号）

の施行の日〔平成24年７月９日〕から施行する。 

附 則〔平成25年５月31日上下水道規程第９号〕 

１ この規程は、平成25年６月１日から施行する。 

２ 改正後の枚方市水道事業給水条例施行規程第18条第７項の規定は、この規程の施行の日
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以後に漏水箇所の修繕を完了した使用水量の減量の申込みについて適用し、同日前に漏水

箇所の修繕を完了した使用水量の減量の申込みについては、なお従前の例による。 

附 則〔平成25年10月１日上下水道規程第13号〕 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則〔平成25年10月31日上下水道規程第15号〕 

１ この規程は、平成25年11月１日から施行する。 

２ 改正前の第23条第１項又は第２項の規定に基づく協定は改正後の第23条第２項の規定

に基づく協定と、改正前の第23条第３項の規定に基づく協定は改正後の第23条第１項の規

定に基づく協定と、それぞれみなす。 

附 則〔平成26年９月30日上下水道規程第８号〕 

この規程は、平成26年10月１日から施行する。 

附 則〔平成28年３月31日上下水道規程第７号〕 

この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

（１） 第20条及び第21条の改正規定 平成28年４月１日 

（２） 第16条の改正規定 平成29年４月１日 

附 則〔平成30年３月30日上下水道規程第４号〕 

（施行期日） 

１ この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

（枚方市上下水道局会計規程の一部改正） 

２ 枚方市上下水道局会計規程（平成16年枚方市水道事業管理規程第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

〔次のよう略〕 

（枚方市水道事業における配水管等の破損復旧工事に係る補償費の算出基準を定める規

程の一部改正） 

３ 枚方市水道事業における配水管等の破損復旧工事に係る補償費の算出基準を定める規

程（昭和51年枚方市水道事業管理規程第７号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成30年３月30日上下水道規程第６号抄〕 

（施行期日） 

１ この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則〔令和元年９月30日上下水道規程第２号抄〕 
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１ この規程は、令和元年10月１日から施行する。 

２ 第２条の規定による改正前の枚方市水道事業給水条例施行規程様式第２号の規定によ

り作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、同条の規定による改正後の枚方市水

道事業給水条例施行規程様式第２号の規定により作成した用紙として使用することがで

きる。 

附 則〔令和２年８月６日上下水道規程第９号〕 

１ この規程は、令和３年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、同年１月４日か

ら施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の枚方市水道事業給水条例施行規程第17条第２項の規定に

よる認定又は枚方市水道事業給水条例及び枚方市下水道条例の一部を改正する条例（令和

２年枚方市条例第24号）第１条の規定による改正後の枚方市水道事業給水条例（平成９年

枚方市条例第27号）第26条第３項の規定の適用を受けようとする同条例第18条第２項に規

定する水道使用者等は、この規程の施行の日前においても、第１条の規定による改正後の

枚方市水道事業給水条例施行規程第17条第３項の規定の例により、管理者にその旨を申請

することができる。 

附 則〔令和３年４月１日上下水道規程第４号〕 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

２ この規程による改正前のそれぞれの規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要

の調整をした上、この規程による改正後のそれぞれの規程の様式により作成した用紙とし

て使用することができる。 

附 則〔令和３年４月１日上下水道規程第８号〕 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則〔令和６年４月１日上下水道規程第17号〕 

この規程は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

（令３上下水道規程４・全改） 

様式第２号（第２条関係） 

（平18水道規程１・平23水道規程１・令元上下水道規程２・一部改正） 

様式第３号（第２条関係） 

（令３上下水道規程４・全改） 

様式第４号（第３条関係） 

（平18水道規程１・平23水道規程１・令３上下水道規程４・一部改正） 

様式第５号（第３条関係） 

（平18水道規程１・平23水道規程１・令３上下水道規程４・一部改正） 

様式第６号（第14条関係） 

（平18水道規程１・一部改正） 

様式第７号（第22条関係） 

（平30上下水道規程４・全改） 

 


